
 

 

2022 年 9 月 29 日発行                                                  （第     号） 

自治労八王子市臨職組合・自治労八王子市公共サービス労組各組合員の皆さんにも回覧して下さい。 
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2022人員確保・現業統一闘争（第 2次） 
住民の未来に貢献できる、質の高い公共サービスの確立を目指す！  
自治労は、質の高い公共サービスの実現には、業務量に見合う人員の確保が不可欠であるとし、自治体の採

用計画策定時期を起点とした人員確保・現業統一闘争を展開しています。 

現状の執行体制を見てみると、本市では 2022 年 4 月 1 日時点での欠員が 6 名、4 月以降、これまでの普

通退職者は 10 名となっています。また、休暇制度が拡充するに従い、それを補充するための人員が不足して

いる状況も見られます。採用状況は近隣自治体でも困難な状況がみられ、専門職等を募集しても応募がない、

採用試験の合格者が入庁前に辞退している、入庁間もない職員が退職しているなどの報告が複数の自治体から

報告されています。 

より良い市民サービスを提供し、良好な労働環境を確保するためには適切な人員体制が必要です。そのため

には業務上の災害が発生しないよう対策すること、過多な時間外勤務やハラスメントなどによりメンタルヘル

ス不調を発症させないよう、安全衛生活動に取り組む必要があると考えます。さらには快適な職場環境を実現

すること、適切な賃金水準を確保することが、入庁希望者を増やし、勤務している職員を定着させ、市民サー

ビスのさらなる向上につながると考えています。 

八王子市職は 8 月 30・31 日に開催された自治労第 96 回定期大会において確認された方針に基づき、自

治労東京都本部に結集し、全国の仲間とともに「人員確保・現業統一闘争」に取り組み

ます。 

重点課題は以下のとおりです。第 1 次闘争での到達点を踏まえ、賃金確定までの

2022 秋期闘争で業務量に見合う必要な人員配置、時間外労働が恒常化している職場の

増員をはじめ、現業・非現業を問わず、すべての職場で安定的に市民サービスを提供し

得る体制の確立にむけて、新規採用による常勤職員の配置を最優先に求めます。また、

再任用職員も含めて、2023 年 4 月の執行体制において欠員を生じさせないよう取り組

みます。 

 

2022 人員確保・現業統一闘争（第 2 次）重点課題 

≪人員確保闘争≫ 

① 2022 年 4 月時点における欠員の早期補充 

② 労働安全衛生委員会を通じた時間外労働の把握。時間外労働が恒常化している職場の増員  

③ 2023 年度人員体制、新規採用者数に関する事前協議制の確立 

④ 任期の定めのない常勤職員が退職した場合は、新規採用による常勤職員の配置  

⑤ 新型コロナウイルス感染拡大防止の業務体制（人員配置・感染防止）の確立  

⑥ 年次有給休暇・夏季休暇の完全取得にむけた職場環境の整備 

⑦ 出産・育児・介護・治療との両立に関する休暇制度の充実と制度が利用し易い職場環境の整備  

⑧ 大規模災害の現状を踏まえた災害発生時における危機管理体制の確立 

⑨ 障害者の法定雇用率の遵守と合理的配慮の提供 

⑩ 定年年齢の段階的引上げ期間中においても、安定的に住民サービスを提供し得る体制の確立や組織の新陳代謝を確

保するため、現行の条例定数の見直しや柔軟な運用による継続的な新規採用者の確保  

≪現業統一闘争≫ 

① 現業職場の直営堅持 

② 質の高い公共サービスの確立にむけた新規採用 

③ 高齢期でも安心して働き続けられる職場の確立 

④ 60 歳を超える職員・再任用職員を含めた技能労務職員の賃金改善に取り組み強化 

⑤ 現場で培った知識・経験を活用した政策の実現にむけた労使協議 

⑥ 災害対応や感染症対策など危機管理体制の強化 

⑦ 公務災害撲滅にむけた労働安全衛生の確立 

⑧ コンセッション方式導入や安易な事業統合の阻止 

⑨ 会計年度任用職員の処遇の改善 

⑩ 業務上必要となった資格取得にかかる公費負担の徹底 

⑪ すべての労使合意事項に対する協約の締結 

市職・臨職組合・公共労、団結して取り組む！ 
人員確保・現業統一闘争については、従来どおり八王子市職員組合（市職）、八王子市臨時非常勤職員組合（臨職組

合）・八王子市公共サービス労働組合（公共労）により格差是正闘争委員会を組織し取り組みます。 

《スケジュール》 

10 月 6 日（木） 格差是正闘争委員会において取り組みについて確認し、副市長に要求書を提出します。 

10 月 7 日（金） 回答指定日 

10 月 11 日（火）～10 月 13 日（木） 交渉ゾーン 

10 月 13 日（木）格差是正闘争委員会において回答内容を 

確認し、団体交渉を行います。 

10 月 14 日（金）統一行動日 

※要求書案を裏面に掲載しました。 


